
令和2年度 物品等入札参加資格業者の指名停止一覧表

№ 指名停止理由 有資格業者名 措置期間 決定年月日 適用条項 措置理由

東京都港区浜松町一丁目３０番５号
浜松町スクエア７階

日本ＡＴＭヒューマン・ソリューション株
式会社

代表取締役社長　新津　隆之

東京都港区元赤坂一丁目７番８号

マイナミ空港サービス株式会社

代表取締役　南　友和

東京都千代田区神田錦町一丁目９番
地

日本総合住生活株式会社

代表取締役社長　石渡　廣一

千葉市中央区末広一丁目１７番１号

栗原建工株式会社

代表取締役　栗原　佑介

旭市ニの２５２６番地

森管工株式会社

代表取締役　森　貴之

1 契約違反 令和2年5月27日
第2条第1項（別
表第1第2号）

　左記業者は、県警察本部が発注した「電話de詐欺・悪
質商法被害抑止コールセンター事業業務委託」におい
て、仕様書に定められた業務担当者が日常的に少なく
配置されていたことが判明し、未履行分について、契約
金額の戻入及び減額をすることとなった。

令和2年5月28日
から令和2年6月
10日まで(2週間)

3
その他不正又
は不誠実な行
為

令和2年7月22日
第2条第1項（別
表第2第7号イ）

　左記業者及び左記業者の使用人が、左記業者の従
業員に対して、時間外労働及び休日労働に関する 協
定で定める時間を超えて、時間外労働を行わせたこと
により、令和元年12月18日に名古屋区検察庁より労働
基準法違反の罪で略式起訴され、名古屋簡易裁判所
から罰金刑の略式命令を受けた。

令和2年7月23日
から令和2年8月
22日まで(1か月)

2
独占禁止法違
反行為

令和2年7月15日
第2条第1項（別
表第2第4号）

　左記業者は、八尾空港における機上渡し給油による
航空燃料の販売に関して、独占禁止法第3条の規定に
違反する行為を行っているとして、令和2年7月7日公正
取引委員会 から排除措置命令を受けた。

令和2年7月16日
から令和3年1月
15日まで(6か月)

5
その他不正又
は不誠実な行
為

令和2年9月8日
第2条第1項（別
表第2第7号ロ）

　左記業者は、令和2年9月1日に旭市から指定給水装
置工事事業者の指定停止の行政処分を受けた。

令和2年9月9日
から令和2年10月
8日まで(1か月)

4
その他不正又
は不誠実な行
為

令和2年8月17日
第2条第1項（別
表第2第7号ロ）

　左記業者は、令和2年5月27日に千葉県から産業廃棄
物収集運搬業の許可取消しの行政処分を受けた。

令和2年8月18日
から令和2年9月
17日まで(1か月)
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神奈川県横浜市中区かもめ町６番地

日本船舶薬品株式会社

代表取締役　岩崎　潤一

東京都世田谷区代沢五丁目２番１号

東邦薬品株式会社

代表取締役　馬田　明

愛知県名古屋市東区東片端町８番地

株式会社スズケン

代表取締役　宮田　浩美

東京都千代田区内神田一丁目１２番１
号

アルフレッサ株式会社

代表取締役　福神　雄介

富津市下飯野１３０６番地の４

房総建材工業株式会社

代表取締役　佐久間　一

7
独占禁止法違
反行為

令和2年12月16日
第２条第１項（別
表第2第4号）

　左記業者及び使用人は、独立行政法人地域医療機
能推進機構が発注する医薬品の入札について、独占
禁止法に違反する犯罪容疑で、令和2年12月9日に公
正取引員会から刑事総長に告発された。

令和2年12月16
日から令和3年6
月15日まで(6か
月)

6
その他不正又
は不誠実な行
為

令和2年10月12日
第2条第1項（別
表第2第7号ニ）

　左記業者は、令和2年9月に消防学校が発注した半自
動除細動器（消防学校）等において、令和2年7月1日に
支店長（代理人）が変更しているのにも関わらず、旧支
店長で入札に参加した。

令和2年10月13
日から令和2年11
月12日まで(1か
月)

9
独占禁止法違
反行為

令和2年12月16日
第2条第１項（別
表第2第4号）

　左記業者及び使用人は、独立行政法人地域医療機
能推進機構が発注する医薬品の入札について、独占
禁止法に違反する犯罪容疑で、令和２年12月9日に公
正取引委員会から検事総長に告発された。

令和2年12月16
日から令和3年6
月15日まで(6か
月)

8
独占禁止法違
反行為

令和2年12月16日
第2条第1項（別
表第2第4号）

　左記業者及び使用人は、独立行政法人地域医療機
能推進機構が発注する医薬品の入札について、独占
禁止法に違反する犯罪容疑で、令和2年12月9日に公
正取引員会から刑事総長に告発された。

令和2年12月16
日から令和3年6
月15日まで(6か
月)

10
その他不正又
は不誠実な行
為

令和2年12月22日
第2条第1項（別
表第2第7号ニ）

　左記業者は、令和2年10月1日に代表者が変更してい
るにも関わらず、君津土木事務所が行った海岸漂着物
対策及び県単海岸管理合併委託（富津・海岸漂着物運
搬）の入札において、旧代表者が入札に参加した。

令和2年12月23
日から令和3年1
月22日まで(1か
月)
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東京都品川区西五反田二丁目２９番９
号

東伸エンジニアリング株式会社

代表取締役　江崎　大輔

東京都新宿区西落合一丁目３１番４号

日本光電工業株式会社

代表取締役　荻野　博一

茂原市小林２９４１番地の１３

株式会社金城組

代表取締役　金城　総円

香取市佐原イ７６１番地

ユタカ建設株式会社

代表取締役　弓削　覺

11 贈賄 令和3年1月12日
第2条第1項（別
表第2第2号ロ）

　左記業者の元取締役は、大分県別府市発注工事に
おいて、令和2年11月16日、同市職員への贈賄の容疑
で逮捕された。

令和3年1月13日
から令和3年4月
12日まで(3か月)

12 贈賄 令和3年1月19日
第2条第1項（別
表第2第2号ロ）

　左記業者の営業部長外二名は、三重大学医学部付
属病院の医療機器調達において、令和3年1月6日、同
大学元教授外への贈賄の容疑で逮捕された。

令和3年1月20日
から令和3年4月
19日まで(3か月)

13
その他不正又
は不誠実な行
為

令和3年3月15日
第2条第1項（別
表第2第7号ロ）

　左記業者は、千葉県及び長生郡市広域市町村圏組
合等の発注工事における主任技術者を専任で配置しな
ければならなかったが、当該工事の主任技術者に他の
工事を兼務させたために、 建設業法第28条第1項第2
号に該当するとして、令和3年2月19日付けで千葉県か
ら指示処分を受けた。

令和3年3月16日
から令和3年4月
15日まで(1か月)

14
その他不正又
は不誠実な行
為

令和3年3月15日
第2条第1項（別
表第2第7号ロ）

　左記業者は、千葉県香取農業事務所発注の工事に
おける主任技術者を専任で配置しなければならなかっ
たが、 当該工事の主任技術者に他の工事を兼務させ
たため、建設業法第28条第1項第2号に該当するとし
て、 令和3年2月26日付けで千葉県から指示処分を受
けた。

令和3年3月16日
から令和3年4月
15日まで(1か月)
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